
 

 

 

 

本ニューズレターは法的助言を目的とするものではなく、個別の案件については当該案件の個別の状況に応じ、日本法または現地法弁護士の適切な助

言を求めて頂く必要があります。また、本稿に記載の見解は執筆担当者の個人的見解であり、当事務所または当事務所のクライアントの見解ではありま

せん。 

本ニューズレターに関する一般的なお問合わせは、下記までご連絡ください。 

西村あさひ法律事務所 広報室 (E-mail: newsletter@jurists.co.jp) 
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最近の危機管理・コンプライアンスに係るトピックについて 
執筆者：木目田 裕、髙林 勇斗、西田 朝輝、松本 佳子 

 

 危機管理又はコンプライアンスの観点から、重要と思われるトピックを以下のとおり取りまとめましたので、ご参照ください。 

 なお、個別の案件につきましては、当事務所が関与しているものもありますため、一切掲載を控えさせていただいております。 

 

【2020 年 12 月 16 日】 

日本監査役協会、｢企業集団における不祥事防止を切り口とした監査体制強化の在り方｣を公表 

http://www.kansa.or.jp/support/library/casestudy/post-234.html 

 

 同報告書は、子会社に端を発した不祥事の事例研究や、各社に対するアンケート調査結果を踏まえ、企業集団における不祥事

防止を切り口とした監査体制強化に向け、以下のとおり提言を行っています。 

(1) 監査役等が図るべき連携(コミュニケーション)の在り方 

① 監査役等が、親会社・子会社の別にかかわらず、これらの会社の経営者に対して、内部統制に対する正しい理解を促

していくことに努めるべきである。 

② 親会社監査役と子会社監査役の監査結果の共有や、親会社監査役による子会社の監査項目や監査方法への関与

等、親会社監査役と子会社監査役との間で緊密に連携を図るべきである。 

③ 監査役等、会計監査人及び内部監査部門間で、監査計画策定時に緊密なコミュニケーションを取り、問題点や課題を

共有し、すり合わせを図るべきである。 

④ 現場の情報を把握している第 2 線：セカンドライン(管理部門)との緊密な連携を図るべきである。 

⑤ 会計監査人と監査役等は、監査役等から会計監査人に対する社内情報の共有や、両者間における監査上の主要な

検討事項(KAM)に関するコミュニケーション等を通じたリスク情報の共有等、相互に形式にこだわらない連携の在り方

を模索すべきである。 

⑥ 親会社の監査役等、内部監査部門及び会計監査人と、子会社の監査役等、内部監査部門及び会計監査人との連携

を図るべきである。 
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(2) 企業集団における監査の実効性向上に対する機能強化ポイント 

① 管理部門の強化 

② 内部監査部門の強化と品質向上 

③ 報告ラインの複線化(報告ルートの確保) 

④ 子会社監査役等候補者の選定に関する親会社監査役等の関与 

⑤ 子会社を会計監査限定監査役設置会社とする場合の親会社監査役等の業務監査への関与 

⑥ 監査役等の候補者育成 

⑦ IT システムを利用した新たな監査手法の導入 

 

【2020 年 12 月 22 日】 

総務省、｢発信者情報開示の在り方に関する研究会 最終とりまとめ｣及び意見募集の結果を公表 

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/information_disclosure/01kiban18_01000107.html 

 

 総務省の発信者情報開示の在り方に関する研究会は、今後の発信者情報開示制度に関する検討結果を取りまとめた、最終と

りまとめ 1及び意見募集の結果を公表しました。寄せられた意見に対する総務省の考え方として、例えば、以下のような回答を

行っています。 

 権利侵害投稿が行われた時期にかかわらず、省令 2改正後は、改正後の省令が適用され、改正前のログイン時情報 3

に関しても開示対象となると考える。 

 開示請求訴訟を提起しながら新たな裁判手続(非訟手続)を行うことは、民事訴訟法第 142 条(重複する訴えの提起の

禁止)に抵触すると考える。また、新たな裁判手続(非訟手続)と訴訟手続については、開示請求者が選択することが可

能であると考える。 

 

【2021 年 1 月 7 日】 

公取委、｢消費税転嫁対策特別措置法の失効後における消費税の転嫁拒否等の行為に係る独占禁止法及び下請法の考え方に

関する Q&A｣を公表 

https://www.jftc.go.jp/tenkataisaku/tenka-shikko-QandA.html 

 

 公正取引委員会は、｢消費税転嫁対策特別措置法の失効後における消費税の転嫁拒否等の行為に係る独占禁止法及び下請

法の考え方に関する Q&A｣を公表しました。本 Q&A では、2021 年 3 月 31 日に、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための

消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(消費税転嫁対策特別措置法)が失効した後においても、引き続き、

消費税の転嫁拒否等を行う場合、独占禁止法又は下請法上の問題となることを示しています。 

 

【2021 年 1 月 15 日】 

国税庁、｢在宅勤務に係る費用負担等に関する FAQ(源泉所得税関係)｣を公表 

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf 

 

 国税庁は、｢在宅勤務に係る費用負担等に関する FAQ(源泉所得税関係)｣を公表しました。本 FAQ では、企業が、従業員に対し

て、在宅勤務手当 4を支給した場合は、従業員に対する給与として課税する必要がある一方、在宅勤務に通常必要な費用につい

て、実費相当額を精算する方法により支給する場合、従業員に対する給与として課税する必要はないとしています。この｢在宅勤

務に通常必要な費用｣の範囲について、以下の基準が示されています。 

                                                   
1  同最終とりまとめの内容については、最終とりまとめ案から大きな変更はございません。最終とりまとめ案の内容については、本ニューズレター

2020 年 11 月 30 号(｢総務省、発信者情報開示の在り方に関する研究会の最終とりまとめ案を公表｣)をご覧ください。 

2  省令とは、｢特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第四条第一項の発信者情報を定める省令｣を

指します。 

3  ログイン時情報とは、ログイン時の IP アドレス及びタイムスタンプを指します。 

4  従業員が在宅勤務に通常必要な費用として使用しなかった場合でも、その金銭を企業に返還する必要がないもの(例えば、企業が従業員に対し

て、毎月 5,000 円を渡切りで支給する場合など)をいいます。 

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/information_disclosure/01kiban18_01000107.html
https://www.jftc.go.jp/tenkataisaku/tenka-shikko-QandA.html
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf
https://www.jurists.co.jp/ja/newsletters/corporate-crisis-management_201130.html
https://www.jurists.co.jp/ja/newsletters/corporate-crisis-management_201130.html
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【通信費】 

 通話明細書等により、業務のための通話に係る料金が特定できる場合、この金額の支給については、非課税とする。 

 基本使用料や業務のための通話を頻繁に行う業務 5に従事する従業員については、1 か月分の基本使用料や通信料

に、1 か月のうち、業務のために使用したことが推測される想定割合 6を乗じた金額を、｢業務のための通話に係る料

金｣として良い。 

 インターネット通信料等についても、1 か月分の基本使用料や通信料に、1 か月のうち、業務のために使用したことが

推測される想定割合を乗じた金額を、業務のために使用した通信料として良い。 

【電気使用料】 

 1か月分の基本料金や電気使用料に、自宅の床面積のうち業務のために使用した床面積の割合、及び 1か月のうち、

業務のために使用したことが推測される想定割合を乗じた金額を、業務のために使用した電気使用料として良い。 

 

【2021 年 1 月 15 日】 

金融庁、｢顧客本位の業務運営に関する原則｣の改訂版を公表 

https://www.fsa.go.jp/news/r2/singi/20210115-1.html 

 

 金融庁は、｢顧客本位の業務運営に関する原則｣の改訂版(確定版)を公表しました。 

 今回の｢顧客本位の業務運営に関する原則｣に係る改訂は、2020 年 8 月に公表された｢金融審議会 市場ワーキング・グループ

報告書-顧客本位の業務運営の進展に向けて-｣7における提言を踏まえたものです。 

 本改訂により、金融事業者が顧客に対して、複雑又はリスクの高い商品の販売・推奨等を行う場合には、顧客において同種の

商品の内容と比較することが容易となるように配意した｢重要情報シート｣という資料を用いることが求められることとなりました。 

 

【2021 年 1 月 18 日】 

経産省、｢事業報告等と有価証券報告書の一体的開示 FAQ(制度編)｣を公表 

https://www.meti.go.jp/press/2020/01/20210118001/20210118001.html 

 

 経済産業省は、2018 年 12 月 28 日、会社法に基づく事業報告及び計算書類(以下｢事業報告等｣といいます。)と金融商品取引

法に基づく有価証券報告書の一体的開示に関する記載例を公表しました。上記 FAQは、これに関して多く寄せられた質問及び回

答を取りまとめたものです。本 FAQ では、一体的開示のひな形や記載例、開示スケジュール等が質疑応答形式で簡潔にまとめら

れています。 

以 上 

 

 

                                                   
5  営業担当や出張サポート担当など、顧客や取引先等と電話で連絡を取り合う機会が多い業務として企業が認めるものをいいます。 

6  上記 FAQ に、具体的な割合(算式)が記載されています。以下同様です。 

7  https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20200805.html 

本報告書の概要は、本ニューズレター2020 年 8 月 31 日号(｢金融庁、金融審議会『市場ワーキング・グループ』報告書を公表｣)をご覧ください。 

https://www.fsa.go.jp/news/r2/singi/20210115-1.html
https://www.meti.go.jp/press/2020/01/20210118001/20210118001.html
https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20200805.html
https://www.jurists.co.jp/ja/newsletters/corporate-crisis-management_200831.html


 

 

 

当事務所危機管理プラクティスグループは、経営責任追及が想定される重大な紛争・不祥事等の危機発生時の対応についてリーガルサービス

を提供しています。具体的には、(1)関係当局による調査・捜査への対応、(2)適時開示を含めた証券取引所対応、(3)監督官庁等の官公庁対

応、(4)マスコミ対応、に関する助言をするほか、国際的な案件では、外国法律事務所等との連携のもとに対応策を助言します。また、紛争・

不祥事発生の原因となった事実関係の調査をするとともに、対応策の一環として再発防止策の策定等を行います。これらの業務を遂行するに

当たっては関係当局での勤務経験を有する弁護士が関与することにより、実践的な対応を心がけています。危機予防的観点から、コンプライ

アンス・リスクマネジメント・内部統制に係る体制整備についての助言も行います。 

本ニューズレターは、クライアントの皆様のニーズに即応すべく、危機管理分野に関する最新の情報を発信することを目的として発行してい

るものです。 
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西村あさひ法律事務所 パートナー弁護士 

h_kimeda@jurists.co.jp 

主たる業務分野は、企業の危機管理・争訟。危機管理の観点からは、決算訂正問題やインサイダー取引事案、役

職員不祥事、情報漏洩案件、海外公務員贈賄案件、独禁法違反案件の対応等について種々の案件でアドバイス

している。争訟の観点からは、税務争訟や証券訴訟、会社争訟(責任追及訴訟、敵対的買収防衛)、独禁法関係争

訟等を手掛けている。なお、法令案・政策案の立案案件にも従事。 
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西村あさひ法律事務所 弁護士 

y_takabayashi@jurists.co.jp 

2013 年弁護士登録。入所以来、企業不祥事対応等の危機管理案件、訴訟案件、一般企業法務案件等に従事して

いる。危機管理分野では、情報漏洩案件、独禁法違反案件、金商法違反案件への対応等に携わっている。 
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西村あさひ法律事務所 弁護士 

a_nishida@jurists.co.jp 

2015 年弁護士登録。入所以来、企業不祥事対応等の危機管理案件、訴訟案件、一般企業法務案件等に従事して

いる。危機管理分野では、独禁法違反案件、制裁法違反案件、金商法違反案件への対応等に携わっている。 
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西村あさひ法律事務所 弁護士 

ke_matsumoto@jurists.co.jp 

2017 年弁護士登録。入所以来、企業不祥事対応等の危機管理案件、訴訟案件、一般企業法務案件等に従事して

いる。 
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